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１．標準仕様書策定の背景・目的

項目

背景

内容

• 自治体の情報システムは、発注・維持管理や制度改正対応などについて各自治体が個別に対応しており、

人的・財政的に負担。

• 自治体間でシステムの内容が異なり、共通プラットフォーム上のサービスを利用する方式への移行の妨げ。

• 自治体ごとに様式・帳票が異なることが、それを作成・利用する住民・企業・自治体等の負担。

⇒自治体の情報システムに係る重複投資をなくして標準化・共同化を推進し、

自治体行政のデジタル化に向けた基盤を整備していくことが必要。

◼ 自治体の情報システムの標準化・共同化を推進し、デジタル化に向けた基盤整備をおこないます。
◼ 標準仕様書の作成を通じて、カスタマイズを原則不要とし、ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にし、さらに自治

体行政のデジタル化に向けた基盤整備をおこなうといったことを目的とします。

2

目的

 標準仕様書が目指す姿とは・・・

「複数のベンダがガバメントクラウド上でシステムのアプリケーションサービスを提供し、各自治体は、

原則としてカスタマイズせずに利用し、ほとんど発注・維持管理や制度改正対応の負担なく、業務を

行える姿」

 標準仕様書の作成を通じて、以下の３つの目的を実現

（１）カスタマイズを原則不要にする

• 自治体内、自治体間、自治体・ベンダ間の調整コストの削減、

導入・維持管理や制度改正時の負担（重複投資）の削減

（２）ベンダ間での円滑なシステム更改を可能にする

• クラウド化、ベンダロックインの防止による健全な競争の促進

（３）自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う

• 住民の利便性向上、自治体のデータ入力の負担の削減



２．標準仕様書検討経緯・検討の流れ

項目 内容

◼ 住民記録システムの標準仕様書を先駆けに、自治体の情報システムや様式・帳票の標準化を実施しています。
◼ 戸籍附票システムにおいても、戸籍附票事務の性質やシステムの実情を踏まえ、標準化対象事務と位置づけることと

して仕様書案を策定しています。

3

検討経緯

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が令和３年５月に成立。

 戸籍附票システムは、標準化対象事務と位置づけることとして検討されている。（「デジタル社会の実現に

向けた重点計画」（令和３年６月１８日閣議決定））

 戸籍業務と整合性を図るため、「戸籍情報システム標準仕様書の改訂等に関する調査研究会」のメンバー

にも参加頂き、検討を進めた。

 これまで分科会は計４回実施（第12回～第15回）。



３．戸籍附票システム標準仕様書の仕様案（1/3）

項目

対象

内容

 本仕様書の対象自治体は、全ての市区町村。

本仕様書の対象分野は、地域情報プラットフォーム標準仕様における戸籍ユニット内の戸籍附票部分。

 本仕様書の対象項目は、機能要件、様式・帳票要件、データ要件、連携要件、非機能要件。

※画面要件、専ら操作性に関する機能は原則対象外

※なお、データ要件・連携要件については、デジタル庁を中心に検討される。

◼ 本仕様書においても、対象自治体は全ての市区町村とします。
また、対象分野は戸籍ユニット内の戸籍附票部分、対象項目は住民記録システムの仕様書と合わせて作成します。

◼ 本仕様書の構成は、住民記録システムの仕様書を踏まえて作成しています。

4

本仕様書の構成

○構成

• 第１章では、本仕様書の背景、目的、対象及び内容を説明。

• 第２章では、業務要件として標準化の範囲を記載。

• 第３章～第６章では、機能要件、様式・帳票要件、データ要件、連携要件、非機能要件を記述。

• 第７章では、用語を定義。

• 業務フロー、ツリー図は別紙とする。



３．戸籍附票システム標準仕様書の仕様案（2/3）

項目

標準準拠の基準

内容

 本仕様書の対象範囲において定義すべき機能について、

【実装すべき機能】、【実装しない機能】及び【実装してもしなくても良い機能】の三類型に分類。

 パッケージシステムが本仕様書に準拠するためには、

【実装すべき機能】をいずれも実装し、【実装しない機能】をいずれも実装しないことが必要。

 【実装してもしなくても良い機能】は、実装しても、実装しなくても、

実装した上で自治体が利用を選択できることとしても、いずれも差し支えない。

 なお、分類されていない機能についても、自治体やベンダの創意工夫による新たな機能の提案を受け付け、

標準仕様書への反映する機会を設けることとする。

 定義すべき機能の範囲内で分類されていない機能は、

カスタマイズ抑制、ベンダ間移行の円滑化の観点から、実装しない機能と同様のものとして位置付け、

パッケージシステムが本仕様書に準拠するためには実装しないことが必要。

◼ 本仕様書においても、基準は住民記録システム仕様書と同様、【実装すべき機能】、【実装しない機能】及び
【実装してもしなくても良い機能】の三類型にて示します。

5

想定する利用方法

 各ベンダが、クラウド上の全国的なサービスとして本仕様書に準拠しているシステムを提供し、各自治体は、

本仕様書に準拠しているパッケージシステムをカスタマイズすることなく利用。

 自治体は、改めて本仕様書に示した個別の要件を提示して調達するのでなく、単に、本仕様書に準拠して

いるパッケージシステムであることを要件に付するだけで、カスタマイズをすることなく利用。

 自治体内での検討や自治体・ベンダ間の協議の際に、仮に本仕様書における機能と異なる機能が必要で

はないかという議論があった場合、限られた人員、財源の中で、果たして当該自治体だけ特別に必要な機

能なのか、本仕様書が想定する業務フローを参照することで効率的な運用となるよう見直しが必要ではない

か、という観点から、本仕様書における必要／不要の整理を知るための資料として参照。



３．戸籍附票システム標準仕様書の仕様案（3/3）

項目

本仕様書の改定

内容

 本仕様書については、制度改正時のほか、法務省が作成している戸籍情報システムの標準仕様書に変

更が生じた場合や自治体やベンダからの創意工夫によるシステムの機能改善等の提案がある場合、新

たな技術が開発されるなどデジタル化の進展等がみられる場合にも、関係者の関与の下で改定すること

を想定している。

 改定後の本仕様書に基づいて、ベンダがクラウド上で一括してシステムを改修することにより、制度改正等

のたびごとに個々の自治体が個別にベンダと協議して改修を行う必要がなくなると想定される。

◼ 本仕様書の改定は、制度改正のほか、戸籍情報システムの標準仕様書に変更が生じた場合や自治体やベンダから
の提案がある場合、デジタル化の進展がみられる場合に実施されることが想定されます。

◼ 別ユニット等と併せて調達する際は、本仕様書の範囲の業務が本仕様書に則っていれば、調達仕様書の範囲が
本仕様書と異なっていても差し支えないこととします。
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各自治体の

調達仕様書の範囲との

関係

 本仕様書を用いることにより戸籍附票事務を運用することが可能。

 各自治体においては、本仕様書の対象範囲外の機能や戸籍情報システムなどと併せて調達すること、ま

た本仕様書に規定されていない非機能要件を設けること等も想定され、各自治体の調達仕様書の範囲

と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しないと考えられる。この場合であっても、各自治体の情報システムの

調達において、本仕様書の範囲の業務について本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、

このような対応も許容される。

 戸籍附票システムについては、戸籍情報システムに同梱されたパッケージを調達することが主流となっているた

め、戸籍情報システムとアプリケーションモジュールやデータベースなどを共有するシステム構成とすることも

考えられるが、戸籍の附票事務業務の独立性が確保される限り、このようなシステム構成についても許

容される。



４．戸籍附票システム標準仕様書の全体構成（案）（1/3）
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第１章 本仕様書について
１． 背景
２． 目的
３． 対象
４． 本仕様書の内容

第２章 標準化の対象範囲

第３章 機能要件
1 管理項目
1.1. 戸籍の附票データ
1.1.1. 戸籍の附票データの管理
1.1.2. 改製
1.1.3. 戸籍の附票の除票の管理
1.1.4. 改製不適合戸籍の附票の管理
1.1.5. 空欄
1.1.6. 年月日の管理
1.1.7. 年月日の表示
1.1.8. 在外選挙人名簿及び在外投票人

名簿登録市区町村名
1.1.9. 本籍・筆頭者
1.1.10. 戸籍附票宛名番号、附票番号
1.1.11. 備考
1.1.12. メモ
1.1.13. 支援対象者管理
1.1.14. 郵便番号
1.1.15. フリガナ
1.2. 異動履歴データ
1.2.1. 異動履歴の管理
1.2.2. 異動事由

1.3. その他の管理項目
1.3.1. 入力場所・入力端末
1.3.2. 住所辞書管理
1.3.3. 和暦・西暦管理
1.3.4. 公印管理
1.3.5. 交付履歴の管理
1.3.6. 認証者

2 検索・照会・操作
2.1. 検索
2.1.1. 検索機能
2.1.2. 検索文字入力
2.1.3. 基本検索
2.2. 照会
2.2.1. 異動履歴照会
2.2.2. 交付履歴照会
2.2.3. 文字コード照会等
2.2.4. 支援対象者照会
2.3. 操作
2.3.1. キーボードのみの画面操作

3 抑止設定
3.1. 異動・交付・照会抑止
3.2. 支援措置

◼ 全体構成案は下記の通りとなります。



４．戸籍附票システム標準仕様書の全体構成（案）（2/3）
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4 異動
4.0.1. 異動者
4.0.2. 異動日・処理日
4.0.3. 審査・決裁
4.0.4. 入力確認・修正
4.0.5. 一括入力
4.1. 職権
4.1.1. 戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等
4.1.2. 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区

町村の異動
4.1.3. CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本

籍転属通知の取込等
4.1.4. 誤記修正
4.2 異動の取消し
4.2.1 異動の取消し

5 証明
5.1. 証明書記載事項
5.2. 同一の戸籍の附票の者の並び順
5.3. 方書の記載
5.4. 発行番号
5.5. 公印・職名の印字
5.6. 公用表示
5.7. 文字溢れ対応

6統計
6.1. 統計

7 連携
7.1. CS連携
7.1.1. CSへの自動送信
7.1.2. 附票本人確認情報との整合性確認
7.2. 庁内他業務連携
7.2.1. 住民記録システムとの連携
7.2.2. 個人番号カードによる証明書等の交付

8 実装してもしなくても良い機能
8.1. 本人通知
8.1.1. 登録管理
8.1.2. 画面表示
8.1.3. 通知書出力

9 バッチ
9.1. バッチ処理
9.2. 抑止対象者

10 共通
10.1. EUC機能ほか
10.2. アクセスログ管理
10.3. 操作権限管理
10.4. 操作権限設定
10.5. ヘルプ機能
10.6. 中間標準レイアウト仕様での出力
10.7. 印刷
10.8. CSV形式のデータの取込

11 エラー・アラート項目
11.1.エラー・アラート項目



４．戸籍附票システム標準仕様書の全体構成（案）（3/3）
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第４章 様式・帳票要件
20.0.1 様式・帳票全般
20.0.2 各項目の記載
20.0.3 備考欄（異動履歴）の記載
20.0.4 備考欄（異動履歴）の記載の修正
20.0.5 備考欄（編製年月日等）の記載
20.0.6 備考欄（その他）の記載

20.1 戸籍の附票の写し等
20.1.1 戸籍の附票の写し
20.1.2 戸籍の附票の除票の写し

20.2 その他
20.2.1 支援措置期間終了通知
20.2.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の

戸籍又は戸籍の附票の変更通知書

20.3 住民基本台帳関係年報の調査様式
20.3.1 住民基本台帳関係年報の調査様式第４表及び

第５表

第5章 データ要件
30.1. データ構造
30.2. 文字

第6章 非機能要件

第7章 用語

別紙
１ 業務フロー
２ ツリー図
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５．仕様書策定方針（1/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 現行、戸籍附票システムは、
戸籍情報システムに同梱され
ていることが一般的であり、現
行のパッケージでも機能やデー
タベースの一部が戸籍情報シ
ステムと共通で実装するシステ
ム構成である。

• 戸籍情報システムと管理を共
有する機能を定義するか。

1

• 戸籍の附票事務として独立性が確保される限り、戸籍情報システムとシステム

構成を共有することを許容し、項目を明記する。

• データベースについても、戸籍情報システムで管理する情報を参照する場合は

共通項目とすることを許容する。ただし、戸籍附票システムにて独自に管理・更

新が必要な項目については個別に実装する必要がある。

各自治体
の調達仕
様書の範
囲との関係

(戸籍情報
システムとシ
ステム構成
を共有する
機能)

【戸籍情報システムとシステム構成を共有すること

を許容する項目】

第４章 機能要件

1.1.5 空欄

1.1.6 年月日管理

1.1.7 年月日の表示

1.1.9 本籍・筆頭者

1.1.15 フリガナ

1.3.1 入力場所・入力端末

1.3.2 住所辞書管理

1.3.3 和暦・西暦管理

1.3.4 公印管理

1.3.5 交付履歴の管理

1.3.6 認証者

2.1.1 検索機能

2.1.2 検索文字入力

2.2.1 異動履歴照会

2.2.2 交付履歴照会

2.2.3 文字コード照会等

2.3.1 キーボードのみの画面操作

3.1 異動・発行・照会抑止

4.0.3 審査・決裁

5.5 公印・職名の印字

5.6 公用表示

5.7 文字溢れ対応

10.2 アクセスログ管理

10.3 操作権限管理

10.4 操作権限設定

10.5 ヘルプ機能

10.7 印刷

30.2 文字

第６章 非機能要件
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５．仕様書策定方針（2/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 戸籍附票システムで扱う情報
は、戸籍情報システムの情報・
住民記録システムから提供さ
れた情報がそれぞれ含まれて
いる。

• どのようなデータを管理すること
とするか。

2

• 以下のデータ項目の管理をすることとする。

• なお、消除となった者の項目修正は不可であるため、【実装しない機能】として

定義する。

1.1.1

戸籍の附

票データの

管理

【実装すべき機能】

【戸籍の附票記載事項に当たる項目（法第17条

各号及び第17条の２第１項関係）】

・戸籍の表示（本籍・筆頭者）

・氏名

・生年月日（和暦で管理すること。）

・性別

・住所（方書を含む。）

・住所を定めた年月日

・住民票コード

・国外転出者である旨（国名等）、転出予定年

月日

・在外選挙人名簿登録市区町村名

・在外投票人名簿登録市区町村名

【戸籍の附票の除票固有の記載事項に当たる項

目（法第21条の２関係）】

・消除事由（消除、改製）

・事由の生じた年月日

【戸籍の附票のその他の項目】

・戸籍附票宛名番号

・附票番号

・同一の戸籍の附票の者の並び順（5.2参照）

・異動履歴として管理する各項目（1.2.1参照）

・住所（方書を含む。）の履歴

・住所を定めた年月日の履歴

・証明書の交付履歴（1.3.5参照）

・抑止フラグ

・備考（1.1.11参照）

・メモ（1.1.12参照）

・氏名のフリガナ（1.1.15参照）

・住所コード

・住所の郵便番号

・編製年月日

・改製記載年月日（改製記載の場合）

・再製記載年月日（再製記載の場合）

・個人番号未付番者についてCSとの連携のために

設定される符号

・利用者証明用電子証明書シリアル番号

【戸籍の附票の除票固有のその他の項目】

・改製消除年月日（改製消除の場合）

【実装しない機能】

消除となった者における項目の記載・消除・修正が

できること。
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５．仕様書策定方針（3/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 現行、改製機能は各ベンダの
判断によって実装されているが、
単独改製・満欄自動改製を
設けるか。

3

• 任意のタイミングで手動で単独改製することを可能とする。

• 満欄による自動改製は行わない。住所履歴の上限値の設定は必要ではない

かとの意見があったが、住所履歴の上限値の設定は、データ要件で記載すべき

事項として扱う。

1.1.2

改製

• 現行、紙での管理、イメージ
データでのシステム管理の2つ
の管理形態が存在する。

• 改製不適合戸籍の附票につ
いてどのように管理するか。

4

• 戸籍情報システムにおいてイメージデータの管理を継続し、情報連携等に必要

な情報のみテキストデータ化する方向であることを踏まえ、イメージデータ・テキス

トでの管理が可能な機能とする。

• 併せてイメージデータの保存形式（解像度など）についても標準的な仕様を定

義する。

1.1.4

改製不適

合戸籍の

附票の管

理

• 現行、戸籍附票システムは戸
籍情報システムと同梱されるこ
とが主流であることから、戸籍
附票宛名番号＝戸籍個人番
号、附票番号＝戸籍番号とし
て管理されていると想定される。

• どのように定義するか。

5

• 戸籍附票宛名番号、附票番号は、自動付番できることとし、同一自治体内で

番号が重複しないこととする。

• 戸籍情報システムで扱っている、戸籍個人番号、戸籍番号と紐づけて管理する

ことを可能とし、同一の番号となることは妨げない。

• 指定都市においては、区間転籍時に新規付番できることとする。

1.1.10

戸籍附票

宛名番号、

附票番号
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５．仕様書策定方針（4/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 住民記録システム同様、支援
措置管理データベースで管理
とするか。

• 支援対象者に対する抑止設
定・解除機能について、現行、
各ベンダの判断によって実装さ
れている。

• 住民記録システム、戸籍情報
システムへの支援措置情報の
連携機能を設けるか。

6

• 住民記録システム同様、支援対象者データベースを設けて管理する。

• 戸籍附票システムにおいて独自の抑止設定・解除機能を設ける。

• 支援措置の連携については以下を戸籍附票システムに盛り込む。

✓ 支援措置の申出を戸籍附票事務で受理し、住所地と本籍地が同一で

ある場合に住民記録システムへ連携する（下記図※1が該当）

✓ 戸籍附票システムとして支援措置に関する情報を得た場合には、戸籍

情報システムへ連携する（下記図※2が該当）1.1.13

支援対象

者管理

3.1

異動・発

行・抑止

3.2

支援措置
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５．仕様書策定方針（5/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 現在は管理していない。

• 戸籍情報システムにて、令和
6年度より氏名の読み仮名の
追加について検討中である。

• 氏名のフリガナおよび戸籍の読
み仮名への対応を、仕様書上
どのような整理とするか。

7

• 戸籍附票システムとして、フリガナを管理項目とする。

• 戸籍の読み仮名は戸籍側にて法令として定められた後に、戸籍附票システムで

どのように管理するか、住民記録システムとどのように整合性を取るか等を法務

省とも連携し決定する。

1.1.15

フリガナ
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５．仕様書策定方針（6/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 現行、異動事由は各ベンダの
判断によって実装されているお
り、様々な異動事由が設定さ
れている。

• 戸籍附票システムにおいて、
異動事由を定義するか。また、
定義する場合には何を定義す
るか。

8

• 住基ネットの戸籍附票記載事項通知の異動事由（住基ネットより通知される

異動事由は下記★にマッピングされる想定）に加えて、戸籍情報システムに起

因する事由、戸籍附票システム独自で生じる事由を追加して作成。

• また、各ベンダが現行システムで設定している異動事由についても、以下の異動

事由にマッピングすることとする。

1.2.2

異動事由

1.2.2 異動事由

【実装すべき機能】

〇記載の事由

・戸籍届出等による記載

・改製（戸籍法第11条の２に基づく戸籍の再製

に伴う改製を指す）

・改製（その他の戸籍の附票における改製を指

す）・再製（戸籍の附票における再製を指す）

・異動の取消し（増）

〇消除の事由

・戸籍届出等による消除

・改製（戸籍法第11条の２に基づく戸籍の再製

に伴う改製を指す）

・改製（その他の戸籍の附票における改製を指

す）

・再製（戸籍の附票における再製を指す）

・異動の取消し（減）

〇修正の事由

・戸籍届出等による修正

・転入等★

・転出★

・転居★

・職権修正等（住民票における職権記載・消除・

修正等を指す）★

・誤記修正★

・その他職権修正

・異動の取消し（修正）★

• 統計機能としては「住民基本
台帳関係年表」の調査項目
に必要な統計機能を有してい
ることを、実装すべき機能とす
るか。

9

• 構成員アンケートの結果を踏まえ、【実装すべき機能】とする。

• ただし、その他月次統計資料などについても一部自治体から要望があったため、

EUCで出力できることとする。

6.1

統計
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５．仕様書策定方針（7/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 自治体において、統計資料等
の作成にEUC機能が必要であ
ると意見をいただいた。

• 一方、戸籍情報システムをDB

を共有する場合、戸籍の情報
に係るため、法務省との調整
が必要。

• 戸籍附票システムにおいて、
EUC機能を実装するか。

1

0

• 自治体よりEUC機能の実装の要望があったことを受けて法務省と協議した結果、

戸籍附票システムにおいてEUC機能を実装する。

• ただし、EUCによって取り扱うことができるデータ項目を戸籍附票システムで取り扱

うデータ項目のみとする。

10.1

EUC機能

ほか

• 戸籍附票システムにおいて、ど
のように定義するか。

1

1

• 戸籍附票システムにおいて必要なエラー・アラート項目を定める。

• ただし、戸籍情報システムのエラー・アラート機能のうち、戸籍附票システムにおい

ても該当する項目についてはそれに準拠することとする。

11.1

エラー・ア

ラート項目
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５．仕様書策定方針（8/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

機能項番・論点＃ 方針

• 現行は、戸籍附票システムに
おけるデータ項目、データ形式、
文字セット及び文字コードにつ
いて、戸籍情報システムに準
ずる形式となっている。

• ただし、文字情報基盤とは同
定できない文字も一定数存在
している。

• 住民記録システム/戸籍情報
システムのどちらに準ずるべきか。

1

2

• 現行のシステムと大きく異なる形式とする場合、自治体にとって不都合が生じる

可能性があるため、現行システムの位置づけと同様、戸籍情報システムに準ず

る形式とする。

• 現在法務省で実施中の整備事業における、全国市区町村の戸籍正本の情報

が送信された後の、今後の文字の方向性の検討結果を踏まえ、戸籍附票シス

テムとしてもその方向性に準ずる。なお、デジタル庁においても文字のあり方につ

いて別途検討中。

30.2

文字
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５．仕様書策定方針（9/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

論点＃ 方針

• 個人を消除した旨を示す表現をどのようにする
か。

1

3
• 戸籍附票システムにおいては、「消除」に統一する。

• 戸籍において、虚偽・錯誤による記載の訂正
がされた場合及び戸籍法第11条の２に基づく
戸籍の再製が行われた際の戸籍附票システム
における取扱いをどのようにするか。

1

4

• 戸籍の訂正が行われた場合には、戸籍の附票においては「訂正」の概念が存

在しないことから、戸籍届出等に伴う記載・消除又は修正で対応する。

• 戸籍で戸籍法第11条の２に基づく再製が行われた場合には、戸籍の附票にお

いては記載を無くすための再製の概念が存在しないことから、改製で対応する。

1

5

• 戸籍附票システムにおいても、戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての

筆頭者氏名欄の氏（戸籍の附票のインデックスとしての氏）の変更を許容する

が、構成員としての筆頭者の欄（「附票に記載されている者」の欄）は消除と

なった後の変更を許容しない。

• ただし、当該戸籍の表示の氏名欄と構成員欄の消除された筆頭者が同一人

物であることを担保するため、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき戸

籍の表示が表示された場合には、備考欄に戸籍の表示における氏変更の異動

履歴を必ず記載する。

• 戸籍情報システムにおいて、筆頭者が除籍さ
れている戸籍に氏の変更届があった場合、制
度上筆頭者の氏は除籍された時点から変更
されることはないが、システム上の都合から戸籍
の表示としての氏名欄（戸籍のインデックスと
しての氏）は変更される。

• 戸籍附票システムにおいてはどのような扱いと
するか。
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５．仕様書策定方針（10/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

論点＃ 方針

• 戸籍附票システムにおいて、どのような帳票を
定義するか。

1

6

• #17から#20の検討を経て、以下の通り帳票を定義する。

20.0.1 様式・帳票全般

【実装すべき機能】

(1) 以下の様式・帳票について、以降で示すレイ

アウトに従い、直接印刷により出力できること。

〇戸籍の附票の写し等

・戸籍の附票の写し（全部証明・個人証明）

（20.1.1参照）

・戸籍の附票の除票の写し（全部証明・個人証

明）（20.1.2参照）

○その他

・支援措置期間終了通知（20.2.1参照）

(2) 仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票に

ついては、可能な限りペーパーレスで対応するが、

必要に応じて画面を直接印刷できること。

(3) 住民基本台帳関係年報の調査様式（住民

基本台帳関係年報の第４表及び第５表調査様

式）（20.3.1参照）について、以降で示すレイア

ウトに従い、XLSX形式により出力できること。

・在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者

の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書（20.2.2

参照）

（中略）

【実装してもしなくても良い機能】

以下の様式・帳票について、出力できること。

・戸籍の附票部分証明（行政証明）

・未審査一括消除一覧

・支援措置期間開始通知

・戸籍の附票の写し等の交付通知書

・本人通知期間満了通知

【実装しない機能】

（中略）

・戸籍の附票（原票）

・戸籍の附票の除票（原票）

・廃棄証明書

・焼失証明書

・法第19条３項通知不要通知

・住所照会通知
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５．仕様書策定方針（11/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

論点＃ 方針

• 戸籍の附票の写しの個人証明について、実装
すべき機能とするか。
※当該附票に記載された者について、個人単位で表示
又は非表示を選択の上で交付する証明書

1

7

• 法令上戸籍の附票の写しの範囲と認められることや、構成員アンケートの結果

を踏まえ、【実装すべき機能】とする。

• 戸籍の附票の部分証明（行政証明）につい
て、実装すべき機能とするか。
※戸籍の附票の写しであれば記載される証明事項のうち、
記載項目単位で表示又は非表示（省略）を行った上で
交付する証明書

1

8

• 男女の別の記載を省略した戸籍の附票の記載事項の証明が必要な場合など

の今後の住民のニーズが想定されるものの、構成員アンケートを踏まえると現時

点では多くの自治体において使用されていないと想定されることから、【実装して

もしなくても良い機能】とする。

• 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録
者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書につ
いて、実装すべき機能とするか。

1

9

• 戸籍附票システムから出力する変更通知書については、国内住所地の追加等

の戸籍の附票に起因する異動が発生した場合を想定している。

• 帳票レイアウトは戸籍附票システム標準仕様書で定義する。

• 戸籍の附票の廃棄証明について実装すべき
機能とするか。

2

0

• 保存年限経過後の戸籍の附票について、廃棄済みであることを証明する廃棄

証明書が、法務局から不動産登記申請書類として求められるため、一部自治

体で実装されているとの意見。

• 法務省への確認の結果、必ず廃棄証明書の提出を求めているわけではなく、ま

た、戸籍の附票の除票が廃棄されている以上、戸籍附票システムでは廃棄され

たという事実を確認できないことから戸籍附票システムにおいては、【実装しない

機能】とする。
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５．仕様書策定方針（12/16）

◼ これまで取り上げた論点及び分科会等で構成員より頂いた意見を踏まえ、検討した結果と仕様書策定方針を以下
に示します。

論点＃ 方針

• 編成年月日、改製記載年月日、改製消除
年月日、再製記載年月日を常時表示とする
か。

2

1

• 編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日及び再製記載年月日は、

法令上の記載事項ではない（法に基づく記載事項としての消除事由（消除、

改製）と事由の生じた年月日は別に記載）が、戸籍の附票の連続性を確かめ

る必要性がある戸籍の附票の写し等の交付を求める者の便宜を図る観点よ

り、備考欄に必ず表示する。

• 戸籍の附票の除票又は戸籍の附票のうち消
除となった者に誤記修正等があった場合に備
考欄を常時表示とするか。

2

2

• 消除となった者又は戸籍の附票の除票の誤記修正又は戸籍の訂正があった場

合は、記載事項を修正せず、誤記等である旨又は誤記等の修正後の記載につ

いて備考欄に記載されるものとする。

• 誤記修正等のある項目が戸籍の附票等の写しの交付に際して表示される場合

には、必ず備考欄にて誤記修正等を記載した旨を表示する。



【氏名】

【備考】

■編製年月日：平成２年６月２０日

（以下余白）

20210806 千代田区 本庁1 プリンタ001 011 1/1

 この 写 しは 、戸 籍 の 附 票 の原 本 と相 違 ない ことを証 明 す る。

令和３年８月６日

印東京都千代田区長 鈴木　一夫

【 住 定 日 】平成２年６月２０日

【 住 所 】東京都千代田区霞が関三丁目１番１号　トップヒル霞が関２０３

【 住 定 日 】平成７年９月１６日

【 住 所 】東京都千代田区霞が関二丁目１番２号　総務荘１０５号室

附 票 に 記 載 され て い る 者 齋藤　春子

【 住 所 】東京都千代田区永田町一丁目１１番３９号

消　　除 【 住 定 日 】平成１５年４月６日

【氏名】

男

（省略）

（省略）

【 住 定 日 】平成２年６月２０日

【 住 所 】東京都千代田区霞が関三丁目１番１号　トップヒル霞が関２０３

【 住 定 日 】平成７年９月１６日

【 住 所 】東京都千代田区霞が関二丁目１番２号　総務荘１０５号室

【 住 定 日 】平成２８年５月６日

【 住 所 】東京都千代田区永田町一丁目１１番３９号

【 住 定 日 】平成１５年４月６日

【生 年 月 日 】昭和４０年５月１０日 【性 別 】

【住民票コード】

【在外選挙人名簿登録市町村名】

【 住 所 】アメリカ合衆国(米国)

全 部 証 明

本 籍 （省略）

氏 名 （省略）

附 票 に 記 載 され て い る 者 斉藤　太郎
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■ポイント#2

・特別の請求又は必要である旨の申出がない限
り、戸籍の表示（本籍・筆頭者）・住民票コー
ド・在外選挙人名簿登録市町村名については省
略すること。

■ポイント#1

・全部証明の場合は同一戸籍の者すべてを記載
すること。
・個人証明の場合は対象となる者を記載すること。
複数の個人を記載することも許容する。

■ポイント#3

・住所の履歴のうち、最新の履歴を除くものについ
ては取り消し線を付けること。長音等に重ならな
いように上下中央からずらして記載すること。

■ポイント#4

・消除となった者については消除となった旨を記載
すること

■ポイント#6

・特別の請求又は必要である旨の申出がない限
り、備考は省略すること（編製年月日・改製記
載年月日・消除となった者における誤記修正を
除く）。

◼ 戸籍の附票の写しのポイントについて以下に示します。

■ポイント#5

・記載すべきものがない項目（国内在住者にお
ける「在外選挙人名簿登録市町村名」、デジタ
ル手続法第９号施行日前に除籍となった者にお
ける「性別」及び「生年月日」、同法第10号施
行日前に除籍となった者における「住民票コード」
など）については項目名及び項目内容を記載せ
ず、上詰めして表示すること。

５．仕様書策定方針（13/16）
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◼ 戸籍の附票の除票の写しのポイントについて以下に示します。

■ポイント#3

・除票となった場合は備考欄の上に除票になった
旨及び日付を記載すること。

■ポイント#1

・除票となった場合は左上に「除票」と記載するこ
と。

■ポイント#2

・除票となった場合は附票に記載されている者に
ついてすべて「消除」と記載すること。

５．仕様書策定方針（14/16）

■除票となった旨及び日付：令和６年８月２２日異動（職権消除）（令和６年８月２２日職権）

【備考】

■改製記載年月日：平成２年７月１日

■編製年月日：平成２年５月５日
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■その他

誤記等判明年月日：令和６年９月２０日

誤記等判明理由：申出

誤記等対象者：斉藤　太郎

誤記等の箇所：附票に記載されている者の氏名

正しい記載：斉藤　太朗

（以下余白）

20250806 千代田区 本庁1 プリンタ001 011 2/2

 この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。

【 住 定 日 】平成７年９月１６日

令和７年８月６日

印東京都千代田区長 鈴木　一夫

【 住 所 】東京都千代田区霞が関三丁目１番１号　トップヒル霞が関２０３

【氏名】

男

（省略）

（省略）

【 住 定 日 】平成１５年４月６日

【在外選挙人名簿登録市町村名】

【 住 所 】アメリカ合衆国(米国)

【 住 定 日 】平成２８年５月６日

【 住 所 】東京都千代田区永田町一丁目１１番３９号

附 票 に 記 載 され て い る 者 斉藤　太郎

【生 年 月 日 】昭和４０年５月１０日 【性 別 】

消　　除 【住民票コード】

除　　　　票 全 部 証 明

本 籍 （省略）

氏 名 （省略）

■ポイント#4

・特別の請求又は必要である旨の申出がない限
り、備考は省略すること（編製年月日・改製記
載年月日・改製消除年月日・消除となった者に
おける誤記修正を除く）。
・備考欄（その他）を印字する場合も、事象単
位の中で改ページ等がなされないこと。
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◼ 備考欄について特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、下記のように記載します。（例：戸籍の附票の
除票の写しの備考欄）

■ポイント#1

・異動履歴を記載するかどうかを選択でき、記載
することを選択した場合は、ここに示したように、対
象者の氏名、異動日ごと、異動項目ごとに構造
化し、異動前後がわかるように記載する。
・異動履歴単位の中で改ページ等が行われない
ようにすること。

■ポイント#2

・附票の除票は除票となった時点の情報を正確
かつ確実に記録しておくことが必要であることから、
除票の記載事項は修正しない。そのため、異動
履歴としては記載せず、「■その他」項目に記載
すること。

５．仕様書策定方針（15/16）

■その他

誤記等判明年月日：令和６年９月２０日

誤記等判明理由：申出

誤記等の箇所：戸籍の表示（氏名）、附票に記載されている者の氏名

正しい記載：斉藤　太朗

20250806 千代田区 本庁1 プリンタ001 011 3/4

誤記等判明年月日：令和６年９月２０日

誤記等判明理由：申出

誤記等対象者：斉藤　太郎

誤記等の箇所：附票に記載されている者の氏名

正しい記載：斉藤　太朗

（以下余白）

20250806 千代田区 本庁1 プリンタ001 011 4/4

 

印東京都千代田区長 鈴木　一夫

この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証 明す る。

令和７年８月６日

【備考】

■異動履歴

氏名：斉藤　太郎

令和６年８月２２日異動（戸籍届出等による消除）（令和６年８月２２日職権）

20250806 千代田区 本庁1 プリンタ001 011 1/4

平成２８年５月６日異動（その他職権記載等）（平成２８年５月６日職権）

異動項目：在外選挙人名簿登録市町村

異動前：登録なし

異動後：東京都千代田区

平成２８年５月６日異動（転出）（平成２８年５月４日職権）

異動項目：住所

異動前：東京都千代田区永田町一丁目１１番３９号

異動後：アメリカ合衆国(米国)



25

■ポイント#2

・在外投票人名簿登録者について戸籍の附票
の変更通知を実施する場合は「選挙人」を「投
票人」に書き換えて出力すること。

■ポイント#3

・同一市区町村への送付については別の戸籍の
者であっても同一帳票に記載することを許容する。
・同一市区町村へ送付する対象者について、３
名以上存在する場合であっても、２頁以降を同
一レイアウトを使用することを想定。
・在外選挙人名簿と在外投票人名簿両方に登
録があった場合は、在外選挙人名簿の通知及び
在外投票人名簿の通知の２用紙で出力・送付
すること。

◼ 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書のポイントについて以下に示
します。

■ポイント#4

・記載すべきものがない項目においては「＊＊＊」
と表示すること。

５．仕様書策定方針（16/16）

０００－００００ 下記のとおり

青森県青森市１－２－３ 異動がありましたので通知いたします。

●●●役所 選挙管理委員会

令和３年１２月８日

東京都千代田区長

鈴木　一夫

異動事由 転入等 異動日 令和３年８月２３日

氏名 旧 佐藤　一郎 生年月日 旧 昭和６２年２月２８日

新 ＊＊＊

新 ＊＊＊ 性別 旧 男

新 ＊＊＊

１ 住所 旧 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(英国)	

新 東京都新宿区若松町１９番１号

本籍 旧 東京都千代田区霞が関二丁目１番

新 ＊＊＊

異動事由 転入等 異動日 令和３年８月２３日

氏名 旧 田中　夏子 生年月日 旧 平成２年１２月１日

新 ＊＊＊

新 ＊＊＊ 性別 旧 女

新 ＊＊＊

２ 住所 旧 カナダ

新 東京都千代田区霞が関三丁目１番１号

本籍 旧 東京都千代田区霞が関三丁目１番

新 ＊＊＊

問い合わせ先

〒１０２－８６８８ 東京都千代田区九段南１－２－１ 千代田区役所本庁

TEL ０３－００００－００００ （内線　１２３４） 担当者 市民課戸籍係

印
在外選挙人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更等について（通知）

■ポイント#1

・役所の所在地等は、市町村に関する情報が記
載されている便覧等から入手し、記入すること。
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６．その他継続検討事項の状況と今後の方向性

◼ その他継続検討事項となっている事項の状況と今後の方向性を示します。

1
戸籍附票システムにおいて使用される

文字について

2 改製不適合戸籍の附票について

3

継続検討事項 状況と今後の方向性

• 現在法務省で実施中の整備事業における、全国市区町村の戸籍正本の情報

が送信された後の、今後の文字の方向性の検討結果を踏まえ、戸籍附票システ

ムとしてもその方向性に準ずる。なお、デジタル庁においても文字のあり方について

別途検討中。

• 戸籍附票システムにおける改製不適合戸籍の附票としては、イメージデータ保持と

附票本人確認情報の通知行うためにテキストデータを保持する方針。

• 引き続き、法務省の方針を注視する必要がある。

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿

登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更

通知書について

• 戸籍附票システムから出力する変更通知書については、国内住所地の追加等の

戸籍の附票に起因する異動が発生した場合を想定している。

• 帳票レイアウトは戸籍附票システム標準仕様書で定義する。

• なお、戸籍に起因する異動が発生した場合の具体的な運用方法等については、

法務省において引き続き協議を進めていく。


